
ごみ処理広域化協議会及び事務局の組織体制について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

参考１

　協議会（任意協議会）の構成

・ごみ広域処理に関する事項について協議
（両市長及び副市長）

協　議　会

・協議会、調整会議への提案事項の検討、
　提案資料の作成

（ごみ処理広域化プロジェクトチーム）

事　務　局

・協議会への提案事項の事前調整
（朝霞市の副市長、市長公室長、市民環境部長、
　和光市の副市長、企画部長、市民環境部長、
　市民環境部統括技術監）

調 整 会 議

　ごみ処理広域化協議会事務局の体制
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市民環境部次長

市民環境部
統括技術監

資源リサイクル課
課長

メンバー
(朝霞市)

※ ごみ処理の広域化に関すること
※ 清掃センターの延命に関すること

リーダー
（和光市）

メンバー
（和光市）

市民環境部長

市民環境部次長

資源リサイクル課
課長

資源リサイクル課付

主幹
サブリーダー
（朝霞市）

朝霞市 和光市

提案　　　　　　指示

提案　　　　　　指示

資源リサイクル課
課長補佐

資源リサイクル課付

主任

（協議会事務局）
広域化プロジェクトチーム


